
第３５号議案  

   特別区道路線の廃止について  

 上記の議案を提出する。  

  令和３年２月１９日  

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 

   特別区道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づ

き、特別区道の路線を次のように廃止する。  

             記  

１  足立区扇一丁目地内     裏面のとおり  

 

 （提案理由）  

 付近の実状からみて、当該路線の廃止の必要を認めるので、この案を

提出いたします。  
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